
みきゃんマネー利用規約 

 

第 1 条 総則 

1. この規約（以下「本利用規約」といいます。）は、株式会社デジタルテクノロジー四国

（以下「当社」といいます。）がみきゃんアプリを通じて提供するみきゃんマネーの取

扱いについて定めるものです。利用者は、本利用規約に同意した上でみきゃんマネーを

利用するものとし、みきゃんマネーを利用した場合、利用者は本利用規約に同意したも

のとみなします。 

2. 利用者がみきゃんマネーを利用するために必要な利用契約（以下「みきゃんマネー利

用契約」といいます。）は、利用者が当社所定の方法により利用登録をしてみきゃんア

プリアカウント（以下に定義します。）を開設したときに成立します。みきゃんマネー

利用契約の成立後に、当社はみきゃんマネーの提供を開始します。 

 

第 2 条 定義 

本利用規約において、次の用語は以下に規定されたとおりの意義を有するものとします。 

（1）加盟店 

当社所定の契約を当社との間で締結し、みきゃんマネーによる決済を利用すること

を当社が認めた法人、個人事業主または団体をいいます。 

（2）みきゃんアプリアカウント 

みきゃんマネーにおいて当社所定の手続を経て利用者に付与される、みきゃんマネ

ーを利用するために必要なアカウントをいいます。 

（3）みきゃんマネー 

利用者のみきゃんアプリアカウントにおいて保有され、対象商品等の決済、その他当

社所定のサービスに利用することができる前払式支払手段をいいます。 

（4）みきゃんポイント 

対象商品の決済等、当社が定める条件に従って当社が利用者から対価の支払いを受

けることなく付与する電磁的記録であって、商品等の代価の弁済等のために使用し、

または値引きを受けることができるものをいいます。 

（5）みきゃんマネー残高 

利用者が保有している「みきゃんマネーおよびみきゃんポイント」の総称をいいます。 

（6）みきゃんマネー決済サービス 

利用者が、みきゃんアプリを通じて、加盟店に対し対象商品等を注文し、みきゃんマ

ネーにより決済を行うことができるサービスをいいます。 

（7）指定口座 

利用者が第 3 条における利用登録時に、当社所定の情報をみきゃんアプリに登録し

た利用者名義の普通預金口座をいいます。 



（8）対象商品等 

加盟店によって販売または提供される、みきゃんマネーにより代金決済ができる商

品およびサービスをいいます。 

（9）チャージ 

当社がみきゃんアプリアカウントに対して、第 5 条の規定に基づき、利用者が指定

した金額に基づき、当該指定した金額 1 円あたり 1 円相当のみきゃんマネーとして

付与することをいいます。 

（10）オートチャージ 

利用者がみきゃんマネーを対象商品等の購入に際しての代価の決済に利用する際、

所定の条件に達した場合に自動的にみきゃんマネーが購入されるサービスをいいま

す。 

（11）みきゃんアプリ 

利用者が利用者端末にダウンロードし、所定の認証を経て起動することによって、み

きゃんマネーを利用することができる当社が提供するアプリケーションソフトウェ

アをいいます。(以下「本アプリ」といいます。) 

（12）利用者 

みきゃんマネーを利用規約に従い使用するお客様をいいます。 

（13）利用者端末 

本アプリをダウンロードの上、当社所定の方法により利用登録された利用者自身が

保有または管理する携帯電話端末、タブレット端末、その他端末をいいます。本アプ

リを利用できる利用者端末の環境は、当社が別途公表するものとします。 

   (14) 交通券 

   本アプリ内でみきゃんマネーを使用して購入することができる公共交通機関の電磁 

的乗車券のことをいいます。 

 

第 3 条 利用条件 

１．利用者がみきゃんマネーを利用するには、次の各号に定める条件を全て満たす必要が

あります。 

（１）アカウントの登録を行っていること 

（２）アカウントを登録していただく場合または変更する場合、真実かつ正確な情報を 

登録し、内容が最新となるようお客様自身で適宜修正していただくこと 

 （３）ID 及びパスワードは、他人に知られることがないよう定期的に変更する等、本ア 

プリの登録をした利用者が責任をもって管理すること 

（４）当社が指定するアプリケーションを当社が指定する要件を満たす利用端末にて使

用可能な状態にすること 

（５）QR コード読取決済サービスの利用にあたっては、QR コードを利用端末のカメラ



で読み取ることができること 

（６）みきゃんマネー残高による決済を行う場合は、有効なみきゃんマネー残高を保有し、

かつ、みきゃんマネーにおける支払手段として指定していること 

（７）みきゃんマネー利用規約に違反していないこと、またはその恐れがないこと 

   ※QR コードは（株）デンソーウェーブの登録商標です。 

 

第 4 条 利用方法 

1. 利用者は、みきゃんマネーの利用を開始するにあたり、通信環境を自ら確保し、利用

者端末に本アプリをダウンロードして当社所定の方法により利用登録を行い、みきゃ

んアプリアカウントを開設するものとします。利用者は、みきゃんマネー決済サービス

を利用するためには、みきゃんアプリアカウントを保有するとともに、みきゃんアプリ

アカウントに指定口座を登録する必要があります。 

2. 利用者は、加盟店における商品、役務またはサービスの対価として代金の支払を行う

場合において、みきゃんマネーを利用する場合は、利用者端末から加盟店に設置された

ＱＲコードを読み取ることによりみきゃんマネーを商品等の支払いに利用することが

できます。 

3. 利用者は QR コードを読み取り後、支払金額の入力を行い、加盟店へ確認の上、支払

金額の確定を行い、支払完了画面を加盟店側に提示することにより支払いを完了させ

ることができます。 

 

第 5 条 チャージ 

1. 利用者は、本アプリを通じて、チャージを行うことができます。 

2. 1,000 円以上 1 円単位でチャージを行うことが可能です。 

3. みきゃんマネーの 1 回及び 1 日あたりのチャージ上限額は、BankPay における各金 

融機関の利用限度額に準じてご利用ください。ただしチャージ残高は 10 万円を上限

とします。 

4. みきゃんマネーのチャージ利用時間は、利用者が指定した銀行口座の金融機関により 

異なります。 

 

第 6 条 オートチャージ 

1. オートチャージは、利用者がみきゃんマネーを対象商品等の購入に際しての代価の決

済に利用する際、利用者が保有するみきゃんマネーが当該対象商品等の代価の総額に

満たない場合に、その不足額または事前に利用者が最小チャージ金額として設定した

金額を自動的にチャージし、当該決済を完了させることができる機能です。 

2. 利用者は、オートチャージによりチャージする場合には、当社所定の方法により設定

を行う必要があります。 



3. 利用者は、前項に定める設定を行った時点でオートチャージについて承諾したものと

し、当該承諾は前項に定める設定を変更するまで継続するものとします。 

4. 当社は、以下の場合にオートチャージが実施できないことによって利用者に生じる不

利益、損害については責任を負いません。 

（１）天災、停電、通信事業者の通信設備異常、コンピュータシステム異常等の不可抗力 

が生じた場合 

（２）コンピュータシステムの保守等やむを得ない事情が発生した場合 

5. オートチャージの設定にて銀行口座を設定した際、チャージ利用時間は利用者が指定

した銀行口座の金融機関により異なります。 

 

第 7 条 みきゃんポイント 

1. みきゃんポイントの付与率や対象商品・サービス・付与日等の付与条件および方法は、

当社が別途定めるものとします。なお、当該条件および方法は、加盟店により異なる

場合があります。 

2. みきゃんポイント付与数の計算時、小数点以下は切り捨てて計算するものとします。 

3. みきゃんポイントの有効期限は、別途行う公表または通知により定めるものとします。 

4. 付与されたみきゃんポイントは、加盟店でみきゃんマネーを利用した際に、利用額分

を上限として、利用時に保有するみきゃんポイントの残高から１みきゃんポイント＝

１みきゃんマネーとして利用可能残高に自動的に加算（以下「ポイント利用」といい

ます。）され、同時に利用されます。 

5. ポイント利用の際には、有効期限の近いみきゃんポイントから順に利用されます。 

6. 利用者は、利用者端末においてポイント利用を停止または停止の解除を行うことがで

きます。ポイント利用を停止したことにより、停止期間中は、保有するみきゃんポイ

ントを利用することができませんが、みきゃんポイントの有効期限は変更されません。 

 

第 8 条 みきゃんマネー決済サービスの利用条件 

1. 1 回及び 1 日あたりの利用限度額は 3 万円、1 か月あたりの利用限度額は 10 万円と

します。 

2. 利用者は、みきゃんマネーによる決済完了後に、決済された金額に誤りがあったこと

が判明した場合や返品が生じた場合、加盟店との取引の無効が判明し、取消しもしくは

解除がなされた場合、当社または加盟店がみきゃんマネーによる決済を取り消すこと

ができることを了承するものとします。なおこの場合において、未精算の決済金額が残

存する場合、利用者は当該決済金額をみきゃんマネーまたはみきゃんマネー以外の方

法により、加盟店に支払うものとします。 

3. 当社は、みきゃんマネーを利用するまたは利用しようとする会員が違反または違反す

る恐れがある場合、その他当社が不適切と判断した場合、当該会員による利用を承諾し



ない場合があります。 

 

第 9 条 みきゃんマネーの残高確認方法 

1. 利用者は、本アプリ内の残高確認画面においてみきゃんマネーの残高を確認すること

ができます。 

2．システム障害その他の理由により、利用者の実際のみきゃんマネー保有残高と残高確

認画面において表示されるみきゃんマネーの残高が異なることがあります。この場合

において、利用者の実際のみきゃんマネー保有残高に基づいた場合に決済できない取

引について決済を行おうとし、当該決済ができなかった場合であっても、当社は、当社

の故意または重過失の場合を除き、一切の責任を負いません。 

 

第 10 条 払戻し 

原則として、みきゃんマネーの払戻しはできません。但し、当社がみきゃんマネーの発行

の業務を廃止した場合及び法令上払戻しの義務がある場合、また保有者のやむを得ない事

情が、下記のいずれかに該当すると判断した場合は、この限りではありません。払戻しの手

続きについては、お問い合わせ先までご連絡ください。 

(1) 保有者が前払式支払手段を利用することができる地域から転出した場合 

(2) 保有者である非居住者が日本国から出国する場合 

(3) 利用者は移動しないものの、当該地域において前払式支払手段を利用できる店舗が 

  閉鎖された場合 

(4) 保有者が亡くなった場合 

(5) 保有者が病気・事故等で利用困難となった場合 

 

第 11 条 決済の取消し・返品 

1. 利用者は、みきゃんマネーのチャージ及び利用ならびにみきゃんポイントの利用を原

則として取り消すことができません。また利用者は、本アプリで取引をした商品等の

返品、キャンセル等が生じた場合、利用者と加盟店との間で決済を取り消す必要が生

じたときでも、加盟店は利用者に対して対象商品等の代金を直接返金せず、対象商品

等の代金に相当するみきゃんマネー残高に加算する方法により返金がなされることに

同意するものとします。 

2. 利用者は、本アプリ内で購入した交通券について、所定の手続きの上、交通券払戻し

を行った場合、払戻手数料が発生することに同意するものとします。その際、決済時に

みきゃんポイントを使用していた場合、決済時に使用したみきゃんポイントを上限と

して、みきゃんポイントを優先して払戻手数料に使用するものとします。 

3. 本アプリ内で購入した交通券について、交通券有効後は、交通券払戻しは原則できま

せん。但し、欠便等、本来の用途で利用できない場合はその限りではありません。 



4. 当社は、みきゃんポイントが付与された決済が取り消された場合には、または利用者

の不正行為、その他理由の如何を問わず過誤によりみきゃんポイントが付与された場

合には、付与されたみきゃんポイントを同時に取り消すものとします。 

5. 差し引くみきゃんポイントが保有みきゃんポイントより多い場合、利用者は、取消し

ができなかった不足分を次回以降のみきゃんポイント付与数から差し引く方法のほか、

当社が指定した方法に従って、不足分を支払うものとします。 

 

第 12 条 有効期限 

1. みきゃんマネーの有効期限は、みきゃんマネーの残高が最後に増減した日から３年間

です。 

2. 有効期限を超過したみきゃんマネーは、残高の有無に関わらず無効となり、払戻し、

交換、換金または返金をすることができません。 

 

第 13 条 みきゃんマネーの利用停止 

1. 当社は、次のいずれかに該当する場合、事前に利用者に通知または公表した上で、利

用者に対するみきゃんマネーの全部または一部の提供を停止することができます。 

（1）定期保守点検の場合 

（2）バージョンアップの場合 

2. 当社は、次のいずれかに該当する場合、事前の通知または公表を要することなく、利

用者に対するみきゃんマネーの全部または一部の提供を停止することができます。 

（1）システムの保守、または通信回線、通信手段もしくはコンピュータの障害などによ

りみきゃんマネーの中止または中断の必要があると当社が認めたとき 

（2）みきゃんマネーの完全性、安全性を保護するため緊急の必要がある場合 

（3）みきゃんマネーに係るデータが偽造、変造、複製、窃取その他不正な方法で作出ま

たは取得されたものである場合およびその疑いがある場合 

(4) 利用者が、自らまたは第三者を利用して、次のいずれかに該当する行為を行った場 

  合 

(ア)暴力的な要求行為 

(イ)法的な責任を超えた不当な要求行為 

(ウ)取引に関して、脅迫的な言動、または暴力を用いる行為 

(エ)風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当社の信用を毀損する、または当

社の業務を妨害する行為 

(オ)その他前記(ア)から(エ)に準ずる行為 

（5） 利用者が、自らまたは第三者を利用して、当社または当社委託先の従業員等（派遣

社員を含み、以下「従業員等」といいます。）に対し、次の（ア）から（オ）に掲

げる行為、その他従業員等の安全や精神衛生等を害するおそれのある行為を行っ



た場合 

(ア)暴力、威嚇、脅迫、強要等 

(イ)暴言、性的な言動、誹謗中傷その他人格を攻撃する言動 

(ウ)人種、民族、門地、職業その他の事項に関する差別的言動 

(エ)⾧時間にわたる拘束、執拗な問い合わせ 

(オ)金品の要求、特別対応の要求、実現不可能な要求、その他内容または態様が社会

通念に照らして著しく不相当と認められる要求等 

（6）その他当社がみきゃんマネーの利用を停止することが適切と判断した場合 

(7) 利用者が本規約に違反した場合 

3. 当社は、次のいずれかに該当した場合、利用者に対する事前通知なしにみきゃんマネ

ーに含まれる決済手段による決済の実行を拒否し、または既に実行された決済を取り

消すことができるものとします。 

（1）加盟店が公序良俗に反する目的でみきゃんマネーの利用が行われている可能性があ

るまたは行われた可能性があると当社が確認し、利用者の安全を損なう恐れがある

と判断したとき 

（2）不正に取得または偽造された QR コード等を用いてみきゃんマネーに含まれる決

済手段の実行がなされたとき 

4. 当社は、本条に定める措置により利用者に生じた損害について一切責任を負わないも

のとします。 

 

第 14 条 みきゃんマネーのサービス変更・終了 

1. 当社は、みきゃんマネーについて、そのサービス内容を変更すること、またはその提

供を終了することができるものとします。これらの場合、十分な周知期間を設けるもの

とし、利用者に生じた損害については、当社の故意または重過失による場合を除き、責

任を負わないものとします。 

2. 当社は、理由のいかんを問わず、みきゃんマネー利用契約が終了した場合には、みき

ゃんアプリアカウントおよび記録された利用履歴その他一切の利用者の権利および情

報を、本利用規約に別途定めるものおよび法令上求められるものを除き、全て消去する

ものとします。 

 

第 15 条 解約 

1. 利用者は、当社所定の手続を経て、みきゃんマネー利用契約を解約することができま

す。 

2. 当社は、利用者が次のいずれかの事由に該当する場合、みきゃんマネー利用契約を解

約することができます。 

（1）本利用規約に違反し、当社からの催告にもかかわらず相当期間内に当該違反を是正



しない場合 

（2）指定口座が解約された場合 

 

第 16 条 個人情報の取扱い  

当社は、利用者の個人情報の取扱いについて、当社が別途定める「個人情報保護方針」

の定めによるものとし、利用者は、この個人情報保護方針に従って当社が利用者の個人

情報を利用することについて、同意するものとします。また、利用者は、第 3 条に基

づく利用登録において当社に提供した個人情報その他みきゃんマネーの利用により当

社が取得した利用者の個人情報を、当社が別途定める「個人情報のお取り扱いについて」

の範囲内で当社が利用することについて、同意するものとします。 

 

第 17 条 反社会的勢力の排除 

1. 利用者は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなったときから 5 年を経過しな

い者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊

知能暴力集団等、その他これらに準ずる者（以下これらを「暴力団員等」といいます。）

に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来

にわたっても該当しないことを確約します。 

（1）暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること 

（2）暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること 

（3）自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目

的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有する

こと 

（4）暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしている

と認められる関係を有すること 

（5）役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき

関係を有すること 

2. 利用者は、自らまたは第三者を利用して、次の各号に該当する行為を行わないことを

確約します。 

（1）暴力的な要求行為 

（2）法的な責任を超えた不当な要求行為 

（3）取引に関して、脅迫的な言動、または暴力を用いる行為 

（4）風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当社の信用を毀損する、または当社

の業務を妨害する行為 

（5）その他前各号に準じる行為 

3. 当社は、利用者が暴力団員等もしくは第 1 項各号のいずれかに該当し、もしくは前項

各号のいずれかに該当する行為をし、または第 1 項の規定に基づく表明・確約に関し



て虚偽の申告をしたことが判明した場合には、当社は利用者に対して催告することな

くみきゃんマネー利用契約を解除することができ、これによって被った損害の賠償を

請求できるものとします。 

4. 当社は、前項の規定に基づくみきゃんマネー利用契約の解除により利用者に損害が生

じた場合にも利用者に対して一切の損害賠償責任を負わないものとします。 

 

第 18 条 利用者の責任 

1. 利用者は、利用者の責任においてみきゃんマネーを利用するものとし、みきゃんマネ

ーの利用において行った一切の行為およびその結果について責任を負うものとします。 

2. 利用者が、本利用規約に違反したとき、または第三者の権利を侵害したとき、その他

自らの責に帰すべき事由により、第三者から異議、クレーム、損害賠償請求等を受けた

ときは、利用者は、自らの費用と責任でこれを解決するものとします。この場合におい

て、当社が何らかの債務を負担、または支払をしたときは、利用者は、当社に対し、た

だちに当該債務額または支払額を賠償、または補償します。 

3. 利用者が本利用規約に違反した場合、当社または第三者に対し、損害賠償責任を含む

一切の責任を負うものとします。 

４. 利用者は、利用者端末を紛失・盗難された場合において、第三者が利用できる状態で

あると利用者自身で判断した場合は、速やかに当社にお申し出いただき、みきゃんマネ

ーの停止を行うものとします。また、当社の責に帰すべき事由がある場合を除き、第三

者が紛失・盗難等された利用者端末を用いてみきゃんマネーを利用したことにより当

該利用者が被害を被った場合でも、一切責任を負わないものとします。 

 

第 19 条 免責事項 

1. 当社は、みきゃんマネーに事実上または法律上の瑕疵（安全性、信頼性、正確性、完

全性、有効性、特定の目的への適合性、セキュリティなどに関する欠陥、エラーやバグ、

権利侵害などを含みます。）がないことを明示的にも黙示的にも保証しません。 

2. 当社は、みきゃんマネーの遅延もしくは利用不能、または本アプリに記録された情報

の誤謬・脱漏・消失・詐取・漏洩等、その他利用者がみきゃんマネーに関して被った損

害について、当社の故意または重過失に起因する場合および本利用規約に別段の定め

がある場合を除き、一切の責任を負わないものとします。 

3. 前項について、当社の故意または重過失に起因する場合は責任を免れないものとし、

第 20 条に則って対応を行います。 

4. 加盟店及び利用者間で商品等の売買契約または利用処理について無効、払戻、取消、

解除等が生じ、精算の必要が生じた場合は、利用者から加盟店に問い合わせを行い、原

則加盟店と利用者の間で適切にこれを対応するものとします。 

 



第 20 条 補償 

1. 当社は、別途定める「みきゃんマネー補償方針」のもと、みきゃんマネーの利用者が

被った損失の内容に応じて、みきゃんマネーおよびみきゃんポイントの付与または金

銭を支払う方法により、利用者等が被った損失を原則補償するものとします。ただし、

利用者等に過失がある場合は、損失を被った利用者等の行為態様やその状況等を考慮

の上、補償額を決定することとし、かかる補償額の決定に際しては、預金者保護法およ

び盗難通帳等による預金等の不正な払戻しへの対応に関する全銀協申し合わせ（平成

20 年 2 月 19 日付「預金等の不正な払戻しへの対応について」）等を参考にすることと

します。また、利用者等が連携先その他当社以外の第三者から損失の補填を受けた場合、

当社は、当該補填を受けた金額を差し引いた残額を補償するものとします。 

2. 当社または連携先、連携する銀行（以下「連携先」といいます。）に申告した内容、当

社及び連携先が行った調査の内容その他の事情を勘案の上、以下のいずれかに該当す

ると当社が合理的に判断した損失については補償を行いません。  

・利用者等の故意もしくは重大な過失に起因して発生した損失  

・利用者等の同居の家族、親族等の行為に起因して発生した損失  

・利用者等が当該損失に係る事実について当社に虚偽の説明を行った場合における当

該損失  

・戦争、暴動等の社会秩序の混乱に乗じて発生した損失  

3. 利用者等は、損失が発生した日（継続して複数回の損失が発生した場合はその最終の

損失発生日）から 60 日以内に、当該損失が発生した事実を当社及び連携先に通知する

ものとします。また、その被害について、当該損失が発覚した日から 10 日以内に警察

署に申告しなければならないものとします。  

利用者等は、前項に基づく当社及び連携先への通知後速やかに、当社に対して、以下の

内容が分かる資料を添付して申告するものとします。  

・損失額  

・損失発生日  

・損失発生の経緯  

・その他当社が通知を求めた事項 

 

第 21 条 広告表示 

 当社は、本アプリ上において、当社または第三者の広告を配信・掲載することができる 

ものとします。 

 

第 22 条 知的財産権の帰属 

 本アプリおよびみきゃんマネーに係る知的財産権は、すべて当社または当社がライセンス

を受けている正当な権利者に帰属します。 



 

第 23 条 譲渡禁止等 

利用者は、本利用規約に基づく地位、ならびに、本利用規約およびみきゃんマネーの利用

に基づき当社に対して有する権利の全部または一部について、第三者に譲渡、賃貸、担保 

提供その他の一切の処分をしてはならないものとします。 

 

第 24 条 利用者への告知 

1. みきゃんマネーに関する当社から利用者に対する通知・連絡は、当社が運営するホー

ムページ、本アプリ内の適宜の場所への掲示、本アプリにおける通知、利用者が当社に

登録した電子メールアドレスへの電子メールの送信その他当社が適当と判断する方法

により行うものとします。 

2. 当社が、本アプリにおける通知または利用者が当社に登録した電子メールアドレスへ

の電子メール送信を行った際、通知または電子メールが届かなかった場合でも通常到

達すべき時に到達したものとみなします。 

 

第 25 条 本利用規約の変更 

1. 当社は、みきゃんマネーの内容を変更する場合、または金融情勢その他諸般の状況の

変化その他相当の事由により本利用規約の内容を変更することが合理的に必要である

と当社が認める場合には、当社の裁量により、本利用規約を変更することができます。 

2. 当社は、前項の本利用規約の変更にあたっては、変更後の本利用規約の効力発生日ま

でに、あらかじめ、本利用規約を変更する旨および変更後の本利用規約の内容とその効

力発生日を、当社ホームページへ掲載する方法、その他第 24 条に定める告知の方法の

全部または一部により、利用者に通知します。 

3. 変更後の本利用規約の効力発生日以降に、利用者がみきゃんマネーを利用したときは、

利用者は、本利用規約の変更に同意したものとみなします。 

 

第 26 条 他の規定の適用  

 本利用規約に定めのない事項については、当社の他の規定、その他当社ホームページ等 

において公表している規定の内容を適用します。 

 

第 27 条 準拠法 

本利用規約の準拠法は、日本法とします。 

 

第 28 条 合意管轄裁判所 

利用者と当社とのみきゃんマネーに関する一切の紛争は、松山地方裁判所または松山簡易

裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。 



 

【お問い合わせ先】 

株式会社デジタルテクノロジー四国 

みきゃんアプリお客様相談窓口 

               〒790-0003  

愛媛県松山市三番町四丁目 9 番地 5 

                      電話番号：(089)913-0390 

(受付時間：9:00～18:00(平日のみ)) 

Email：support@mican-app.jp 

 

 

 


